
都道府県医師会担当理事殿

HACCPを用いた衛生管理についての自主点検票及び確認票について

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

今般、標記の件について、厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長よ

り、各都道府県等衛生主管部(局)長宛通知がなされ、本会に対しても周知方

依頼がありました。

食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)につ

きましては、平成26年10月21日付(地Ⅲ185)をもって通知いたしました。

本件は、食品事業者がHACCPを用いた衛生管理の導入に取り組む際に使

用するHACCP自主点検票及び都道府県等がHACCPを用いた衛生管理

の導入に取り組む食品等事業者に対して指導助言を行う際に、衛生管理手順の

確認に役立つようHACCP確認票が作成されたものです。

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知いただき、貴会管

下郡市区医師会への周知方ご高配のほどよろしくぉ願い申し上げます。

(地ⅢH)

平成2 7年4月10日

日本医師会常任理事

石川広己



都道府県

特別区

③

衛生主管部(局)長殿

HACCPを用いた衛生管理についての自主点検票及び確認票について

危害分析・重要管理点方式(以下「HACCP」という。)を用いた衛生管理につい

ては、「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)」

(平成 16年2月27日付け食安発第0227012 号最終改正:平成26年10月14

日付け食安発 1014 第1号別添)において、「危害分析・重要管理点方式を用い

る場合の基準」として示したところです。

今般、食品等事業者が融CCP を用いた衛生管理の導入に取り組む際に使用す

る HACCP 自主点検票(別添1-1、別添1-2及ぴ別添1-3)を作成しまし

たので、食品等事業者に周知していただきますようぉ願いします。

また、都道府県等が臥CCP を用いた衛生管理の導入に取り組む食品等事業者

に対して指導助言を行う際に、衛生管理手順の確認に役立つ 1{ACCP 確認票(別

添2)も併せて作成しましたので、活用されますようぉ願いします。本票は、

食品衛生監視票(平成 16年4月1日食安発第 0401001号最終改正:平成 19

年12月12日食安発第 1212007号別添)に換わるものではなく、あくまで融CCP

を用いた衛生管理の導入に取り組む食品等事業者に対して指導助言を行う際に、

確認すべき7原則12手順の詳細項目を示したものです。今後、本票の運用を踏

まえ、1{ACCPを用いた衛生管理の導入に取り組む食品等事業者に対して監視指導

を行う際に参考となるマニュアル等の作成を検討することとしています。

なお、獣CCP自主点検票の周知及び磁CCP確認票の活用にあたっては、・下記の

事項に留意いただきますようぉ願いします。

食安監発 0331第 6 号

平成 27年3月31日

厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長

(公印省略)

ノ



1.1(ACCP 自主点検票偶リ添1-1、別添1-2及び別添1-3)について

臥CCP 自主点検票については、「HACCP 自主点検票(一般食品)」偶1」添1-1)、

「HACCP 自主点検チェックリスト(一般食品)」偶リ添1-2)及び「HACCP 自主

点検票(一般食品)について」偶11添1-3)を作成している。別添1-3にお

いては使用方法や注意事項等を記載している。

別添1-1、別添1-2及び別添1-3について、食品等事業者への監視指

導の際の周知、食品関係団体の研修会での配布、貴管下ホームページへの掲載、

食品等事業者から獣CCP に関する問い合わせがあった際の提供など、貴管下関

係業者等に対して幅広く周知されたいこと。

また、自主点検票を活用,、るに当たって適宜参考にすることができる 1{ACCP

導入に係る手引書及び動画は、下記の厚生労働省ホームページに掲載している

ので、併せて周知されたいこと。

【食品製造における 1{ACCP入門のための手引書】

http://WWW. mhlw. go. jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/

haccp/index.html

【食品製造における「1{ACCP導入の手引き」(動画:YOUT"bo)】

ht如S://W脚. yoU加be. com/watch?V=wjloS5FC51g

記

2.1(ACCP確認票偶リ添2)について

HACCP確認票においては、都道府県等が、磁CCPを用いた衛生管理の導入に取

り組む食品等事業者に対し指導助言を行う際に確認すべき7原則12手順の詳細

項目を示している。手順番号の項目ごとに、各詳細項目の実施を全て確認した

場合は、手順番号右端の評価の欄に0を、一部のみ確認した場合は△を、確認

できなかった場合はXを記入することにより、HACCP 導入状況を確認すること。

その際、例えば事業者の自主点検において0となっている手順がXとなった場

0となるために必要な指導助言を行い、その内容を特記事項欄に記載する/》、
ロ、

等、 HACCPの導入が円滑に進むよう、きめ細かな指導助言に配慮されたいこと。

また、食品等事業者からの求めに応じて、当該事業者に係る 1{ACCP 確認票を

提供することは差し支えないこと。

なお、獣CCP 確認票を活用しての指導助言に当たっては、「食品等事業者が実

施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)について」(平成 26年5

月12日付け食安発0512第6号)の第2に留意されたいこと。



施設名

所在地

対象製品等

手順番号
(原則番号)

HACCP自主点検票(一般食品)

HACCPチ・戸厶の編成

2

項目

製品説明書の作成

3 意図する用途等の確認

4 製造=程一覧図の作成

製品、やその製造にっいで熟知した者の.参加が必要で
す'なお、'HAC,CPに関する専門的な知識及ぴ助言は関
係団体、行政機関、1出版、物等から得る二とができます'

5

、

6(原則1)

.製造工程一覧図の現場確認1
、'

製品の情報を整理するだめ仁、1原材料や保管条件等、。j
安全性に関する必要な事項を記載じたものです。i

ノー1

ー、、」

製品説明書に、当該製品が加工用か直接消費される志、ι
のかの別を記載じます4直接消費されるもの,の場合は対
象者及ぴ調理方法を記載します;'1、J n・{'1 ""、ーゴ,1

危害要因の分析(HA)

説明

フ(原則2)

別添1-1

,ー.、

8(原則3)

作成した手順6から11に関する記録は食品等の流通実
態等に応じて合理的な期間保管します。

重要管理点(CCP)の決定

゛、"゛,"「、、十」11.,,'1., 1,',',"〕、. J:・'、,,-1. J,j ' 1,..、,1'U'1 ""_:、、、'.'、,゛ J

作成じた製造工程"覧図獲っいて々実際φ製造=程及1、
び施設設備配置lt照らじ貧わぜで適切が否がの確認を.
行上ゞ1{適切でない場谷に1す修正じまず・・,ン、・',,,た、0.、、^託春二゛

9(原則4)

管理基準(CDの設定

J、Ξ」J F二r 『」.ーノ、"゛、 J
、.'ノ.ノ、'、、'゛" r .子"ユ_ノ、1

全ての危害の原因となる物質を列挙し、各製造工程にお
ナる食品衛生上の危害の原因となる物質を特定します。
また、当該危害の発生を防止するための措置を検討し、
危害要因りストを作成します。

10(原則5)

、,."ー,,、

モニタリング方法の設定

評価

/J

11(原則6)

危害要因分析で特定された危害要因となる物質による
危害の発生を防止するため、当該工程に係る管理措置
の実施状況の連続的な確認(モニタリング)を必要とする
工程(重要管理点)を決定します。

点検実施者

改善措置の設定

12(原則7)

検証の実施

重要管理点について、危害となる物質を許容できる範囲
まで低減又は排除するための基準(管理基準)を設定し
ます。

点検実施日

記録と保存方法の設定

管理基準の遵守状況を確認するためのモニタリング方法
を設定します。

管理基準が守られなかった場合にとる措置(改善措置
工程の管理を戻す措置及び逸脱している間に製造した
製品の措置を含む)をあらかじめ設定します。

前項までで作成されたHACCPを用いた工程管理により、
危害の発生が適切に防止されていることを確認するため
検証を行います。
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手順番号

HACCP チームの編咸

HACCP自主点検チェックリスト(一般食,品)

チエック

HACCPチームは編成できましたか。
(従業員が少数の場合、チームは必ずしも複数名である必要はありません、また、外部の人材を活用

することもできます。)

HACCPチームには製品やその製造について熟知する者が参加してぃますか。
(製品に関する知識及び専門的な技術を有し、製品の特性や工程の知識を有する者、食品衛生管理

者、食品衛生賀任者等)

2

HACCPチームにはHACCP1こ関する専門的な知識を有している者が参加していますか。
参加していない場合は、HACCPに関する専門的な知識及び助言を、関係団体、行政機関、出版物
等(仞上厚生労働省のホームページ)から得ていますか。

製品説明書の作成

項目

チエック

安全性に関する必要な事項を記載した製品説明書を作成していますか。
信ei成tる事項の仞上必、ずしも全てを記城する必要はありません)
・原材料等の組成及び添加物の名称と使用量
・物理的・化学的性質(水分活性、PH等)
・殺菌・静菌処理(加熱処理、凍結、加塩、燥煙等)
・・包装形態(ガス置換、脱気、真空等)
・保存性、保管条件(保存方法、消費期限、賞味甥限等)
・法令に基づく規格が設定されている場合、その規格
・流通方法
・想定する使用方法
・消費者層 等

(※厚生労働省が作成し、公開している「HACCP入門のための手引書」に製品説明書の例が載ってぃ
ますので、それを参考にしてください。)

詳細項目

J ι

ノ.イ

rι1 ,1
ノ

別添1-2

HACCP1こ基づいて管理する全ての製品について製品説明書を作成していますか。
(ただし、類似司、る特性又は工程を有する製品についてはグループ化してーつにまとめて作成するこ
とができ、必、ずしも全ての製品ごとに製品説明書を1部ずっ作成する必要はありません。)

r

・平価
(0△ X)

1図する用途等φ確認

詳細項目

チエック

製品説明書に当該製品が加工用又は直接消費されるものであることが記載されていますか。
直接消費される場合、製品説明書に対象者(仞上一般消費者、乳幼児、高齢者等)及び調理方法
(伊上加熱加工用等)が記載されていますか。

対象消費者にハイリスク集団(病院食、老人ホーム向け等)が含まれている場合、その旨が記載さ
れていますか。

4 造工程T覧図の作成
チエック

製造工程一覧図は作成しましたか。
(※厚生労仞陥'が作成し、公開している「融CCP入門のための手引書」に製造工程図の例が載ってぃ

ますので、それを参考にしてください。)

製造工程一覧図に製品の原料受入から出荷までの全ての製造工程が記載されていますか。
(特に、-11寺保管、外部委託や戻し工程などの工程がある場合は記祓することが叱、要で寸。)

'

詳細項目
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5 製造工程一覧図の現場確認
チエック

6

製造工程一覧図について、実際の製造工程及び施設設備配置に現場で照らし合わせて、適切か否
かの確認を行いましたか。
現場の実態を正しく反映していない工程が認められた場合には、製造工程一覧図の修正を行いまし
ナニか。

危害要因の分析(HA)
チエック

製造工程ごとに発生するおそれのある全ての危害の原因となる物質のりスト(危害要因りスト)を作
成しましたか。
(※厚生労働省が作成し、公開している「HACCP入門のための手引非」に危害要因分析表(危害要因
リスト)の作成作業の例が、また付録には危害要因分析表(危害要因りスト)の様式例及ぴ危害要因
抽出マニュアルが載っていますので参考にしてください。危害要因分析表(危害要因りスト)の第1
榊1と第2棚を記載する作業に当たります。なお、類似する特性又は工程を有する製品についてはグ
ループ化してーつにまとめて作成することができ、必ずしも全ての製品ごとに製品ビとに1部ずつり

ストを作成する必要はありません。)
【危害の原因となる物質の例】
・金属片、プラスチック片などの混入等(物理的危害要因)
・病原微生物の増殖、殺菌不足等(微生物的危害要卿
・殺虫剤や洗剤の混入、添加物の不適切使用等(化学的危害要因)

詐細項目

危害要因りストのうち、各製造工程において管理すべき食品衛生上の危害の原因となる物質を特定
しましたか。
(危害要因分析表(危害要因りスト)の第3柵と第4欄を記枝する作業に当たります。)

7

特定された食品衛生上の危害の原因となる物質について、工程ごとに、当該食品衛生上の危害の
原因となる物質及び当該危害の発生を防止するための措置(管理措置)を危害要因りストに記載し
ましたか。
(危害要因分析表(危害要因りスト)の第5棚を記載する作業に当たります。)

誹細項目

重要管理点(CCP)の決定
チエック

製造工程のうち、それ以降の工程で危害の原因となる物質を許容できる範囲まで低減又は排除で
きない場合で、管理措置の実施状況の連続的又は相当の頻度の確認(モニタリング)を必要とする
重要管理点を定め、その文書を作成しましたか。
(危害要因分析表(危害要因りスト)の第6棚を記幟する作業に当たります。)

最初に手順7まで実施しても重要管理点が特定されなかった場合、手順6'7に戻って危害要因分
析や重要管理点の特定に問題がないか、再度確認しましたか。それでも重要管理点を定める必要
がないと判断した場合には、その理由を具体的に記録した文書を作成して保管しましたか。
(※厚生労働省が作成し、公開している「HACCP入門のための手引俳」に重要管理点の例が峨ってい

ますので、それを参考にしてください。)

8 管理基準(CDの設定
チェッウ

重要管理点において危害の原因となる物質を許容できる範囲まで低減又は排除するための基準
(管理基準)を設定し、その文書を作成しましたか。
(※厚生労働省が作成し、公開している「HACCP入門のための手引誹」に管理基準の例が載っていま

すので、それを参考・にしてください。)

9

管理基準は温度、時間、水分含量、PH、水分活性、有効塩素等測定できる指標又は外観・食感のよ
うな官能的指標で設定しましたか。(管理基準は必ずしも数値である必要はありません)

モニタリング方法の設定

詳綿項目

チエッウ

管理基準の遵守状況を連続的又は相当の頻度で確認をするためのモニタリングの方法を設定し、
その文書を作成しましたか。
U!'生労働省が作成し、公開している「HACCP入1ル1のための平引,"」にモニタリングの例が幟ってい

ますので、それを参老にしてください。また、償泌W'雄を官能的指標で設定した場合、その指標を
もってモニタリングを行うことで足ります。)

十分なモニタリング頻度を設定していますか。
(設定した理由を整理しておいてください。)

詳細項目

モニタリングに関する全ての文書と記録は、モニタリングを行う担当者及び責任者による署名が行
われていますか。

一

詳細項目



10 改善措置の設定
チエッケ

重要管理点において管理基準が守られなかった場合の改善措置の方法を定め、その文書を作成し
ましたか。

改善措置を行う担当者は決まっていますか、また改善措置を行った場合、確認する責任者は決まっ
ていますか。

(※厚生労働省が作成し、公開している「HACCP入門のための手引書」に改善措置の例が載ってぃま
すので、それを参考にしてください。)

11

管理基準が守られなかった場合、問題のある製品の出荷を防ぐことができる改善措置を定めていま
すか。

検証の実施
チエック

HACCPにより食品衛生上の危害の発生が適切に防止されていることを、検証するための方法を記
載した文書を作成し、検証を実施していますか、
n己載する検証事項の伊n
・モニタリング及び改善措置の作業.が適正に実施されているか、現場での確認やモニタリン
グ及び改善措置記録を確認する
・計器類の定期的な校正を実施する
・設定した衛生管理が実際に食品衛生上の危害の発生を適切に防止しているかどうかを確認
するために、必要に応じ、製品、中間製品の検査などの検査を実施する
(※厚生労働省が作成し、公開している「HACCP入門のための手引書」に検証の例が載ってぃますの

で、それを参考にしてください。)

詳細項目

12 記録と保存方法の設定 i

(※厚生労働省,が作成し、、公開している「HACCP入門.のための手引害」1こ記録の例が載っでいますの
で、それを参考1羣してください6ミれまでに使用していた作業日報等、既存の記録をアレンジしてゞ必要1
事1貢を記録する仁とも,できま余'なお、重要管理点を定めない場合には、手順8から手順.1.1、ωチ土ツグ 1
ば不要です6)

HACCPが有効に機能していることを確認するのに十分な頻度で検証を実施していますか。
(頻度を設定した理由を整理しておいてください。)

,

チエツク

詳細項目

手順6、危害要因の分析について、作咸した記録を保存していますか。

手順7、重要管理点の決定について記録を保存していますか。

手順8、管理基準の設定の記録を保存していますか。

手順9、モニタリングの記録を作成し、保存していますか。

手順10、改善措置についての記録を作成し、保存していますか。

※厚生労働省が作成した「HACCP入門のための手引書」を下記URLに掲載しているので、参考にしてください。

h廿P://VVVVW.mhlw.宮OJP/Sぜ/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/haccp/index.html

手順れ、検証の実施記録を作成し、保存していますか。

上記各記録の保存期間を設定していますか。

詳細項目

.



1.本票の位置付け

本票は、食品等事業者が、 HACCP (ハサップ. Hazard Analysis critical control point)(※)1こよる衛

生管理の導入に取り組む際に使用する自主点検票及びチェックリストとして作成したものです。

本票の各項目及び用語は、国際標準となっている HACCP に従ったものであり、本票を使用し、チェッ

クすることにより、事業者における衛生管理の状況について HACCP への適応状況を自主的に確認するこ

とができます。

施設内全ての製品について一斉に導入が困難な場合は、製品(群)ごとなど、部分的に取り組むこと

ができるところから進めることもできます。

HACCP自主点検票(一般食品)について

2.本票の使用方法

HACCP 自主点検票(一般食品)(別添1 -1)はHACCP を構成する 12手順を簡単に説明したものです。

手順1から5 (背景灰色)は危害要因分析のための準備作業に当たります。HACCP自主点検チェックリス

ト(一般食品)偶11添1-2)にHACCPの手順に沿って確認すべき、詳細項目を記載しています。チェッ

クリストの各項目で達成した項目のチェック欄に印を入れ、手順番号の項目ごと全てに印を入れた場合

は、手順番号右端の評価の欄に0を、一部のみに印を入れた場合は△を、印を入れなかった場合はXを

記入してください。その0△XをHACCP自主点検票(一般食品)に記入してください。

3. HACCP導入作業全体における注意事項

①各項目で作成した書類は常に確認できる状態で保管してください。

②HACCPを既に運用している施設において、製造工程の変更、機械の新増設や新製品の導入など、前回チ

エック時から何らかの変更があった場合は、チェックを最初からやり直してください。

③重要管理点は特に厳格に管理すべき重要な工程ですので、その決定に際しては十分に検討してくださ

い。もし最初に手順7まで実施しても重要管理点.力誹寺定されなかった場合、手順6.7に戻って危害要

因分析や重要管理点の特定に問題がないか、再度確認してください。それでも重要管理点を定める必要

がないと判断した場合には、その理由を具体的に記録した文書を作成して保管してください。またその

場合には手順8から手順11 と、手順12の内手順8から手順11に係る部分のチェックは不要です。

別添1-3

4.その他

HACCP導入後(HACCP自主点検票(一般食品)の全ての欄に0がついた後)でも本票又は別の方法を使

つてHACCPを検証し見直しながら継続することが重要です。

(※)国際連合食糧農業機関(FAのと世界保健機関(WHのが 1963年に設立したコーデックス委員会において採

択された、「HACCP システムとその適用のためのガイドライン」に基づいています。



施設名

所在地

対象製品等

手順番号

HACCP確認票(一般食品)

HACCP チームの編成
チエツク

HACCPチームは編成できているか。
(従業員が少数の場合、必、ずしも複数名である必要はない)

HACCPチームには製品やその製造について熟知している者が参加しているか。
(製品の特性や工樫の知識を有する者、食品衛生管理者、食品衛生責任者等)

2

HACCPチームにはHACCPに関する専門的な知識を有している者が参加しているか。
参加していない場合は、HACCPに関する専門的な知識及ぴ助言を、関係団体、行政機関、出版
物等から得ているか。

製品説明響の作成

項目

チエッケ

J/

安全性に関する必要な事項を記載した製品説明書を作成しているか。
信赤伐する事項の例:必ずしも全てを記載する必、要はない)

口原材料等の組成及び添加物の名称と使用量
口物理的・化学的性質(フK分活性、 PH等)
口殺菌・静菌処理仂n熱処理、凍結、加塩、煉煙等)
口包装形態(ガス置換、脱気、真空等)
口保存性、保管条件(保存方法、消費期限、賞味期限等)
口法令に基づく規格が設定されている場合、その規格
口流通方法
口想定する使用方法
口消費者層
口上記以外(

f

1'

詳細項目

別添2

凸

3

HACCPに基づいて管理する全ての製品に製品説明書を作成しているか。
(ただし、類似する特性又は工程を有する製品についてはグループ化してーつにまとめて作成す

ることができ、必ずしも全ての製品ごとに製品説明書を1部ずつ作成司、る必要はない。)

意図する用、途、等の確認

評価
(0△ X)

詳細項目

チェック

製品説明書に当該製品が加工用又は直接消費されるものであることを記載しているか。
直接消費される場合、製品説明書に対象者(伊上一般消狩者、乳幼児、高齢者等)及び調理方
法(例.加熱加工用等)が記載されているか。
対象消費者にハイリスク集団(病院食、老人ホーム向け等)'が含まれている場合、その旨を記
載しているか。

4 製造工程「覧図の作成
チエック

製造工程一覧図を作成しているか。

製造工程一覧図に製品の原料受入から出荷までの全ての製造工程を記載しているか。
(一時保管、外部委託、戻し工程等)

詳細項目

詳細項目
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5 製造工程一覧図の現場確認
チエツク

6

製造工程一覧図について、実際の製造工程及び施設設備配置に照らし合わせて適切か否かの
確認を行っているか。
現場の実態を正しく反映していない工程が認められた場合には製造工程一覧図の修正を行って
いるか。

危害要因の分析(HA)
チエック

製造工程ごとに発生するおそれのある全ての危害の原因となる物質のりスト(危害要因りスト)
を作成しているか。
(なお、類似する特性または工程を有する製品についてはグループ化してーつにまとめて作成す

ることができ、必ずしも全ての製品ごとに製品ごとに1部ずつりストを作成する必要はない。)
【危害の原因となる物質の例】
・金属片、プラスチック片などの混入等(物理的危害要因)
・病原微生物の増殖、殺菌不足等(微生物的危害要因)
・殺虫剤や洗剤の混入、添加物の不適切使用等 qヒ学的危害要因)

群細項目

危害要因りストのうち、各製造工程における食品衛生上の危害の原因となる物質を特定してい
るか。

7

特定された食品衛生上の危害の原因となる物質について、工程ごとに、当該食品衛生上の危害
の原因となる物質及び当該危害の発生を防止するための措置(管理措置)を検討し、危害要因
リスト1こ記載しているか。

重要管理点(CCP)の決定
チエック

詳細項目

製造工程のうち、それ以降の工程で危害の原因となる物質を許容できる範囲まで低減又は排除
できない場合で、管理措置の実施状況の連続的又は相当の頻度の確認(モニタリング)を必要と
する重要管理点を定め、その文書を作成しているか。
最初に手順7まで実施しても重要管理点が特定されなかった場合、手順6.7に戻って危害要因
分析や重要管理点の特定に問題がないか、再度、確認し、それでも重要管理点を定める必要が
ないと判断した場合には、その理由を具体的に記録した文書を作成しているか。

8 管理基準(CDの設定
チェック

重要管理点において危害の原因となる物質を許容できる範囲まで低減又は排除するための基
準(管理基準)を設定し、その文書を作成しているか。

9

管理基準は温度、時間、水分含量、PH、水分活性、有効塩素等測定できる指標又は外観及び
食感のような官能的指標で設定しているか。(管理基準は必ずしも数値である必要はない)

モニタリング方法の設定
チエック

群細項目

管理基準の遵守状況の確認をするためのモニタリングの方法を設定し、その文書を作成してい
るか。(管理基凖を官能的指標で設定した場合、その指標をもってモニタリングを行うことで足
りる。)

十分なモニタリング頻度を設定しているか(事業者が設定した理由を説明できるか。)

モニタリングに関する全ての文書と記録は、モニダノングを行う担当者及び責任者による署名が
行われているか

詳細項目

詳細項目



10 改善措置の設定
チェック

重要管理点において管理基準が守られなかった場合の改善措置の方法は定め、その文書を作
成しているか。
改善措置を行う担当者は決まっているか、また改善措置を行った場合、確認する責任者は決
まっているか。

Ⅱ

管理基準が守られなかった場合、問題のある製品の出荷を防ぐことができる改善措置を定めて
いるか。

検証の実施
チエック

HACCPにより食品衛生上の危害の発生が適切に防止されていることを検証するための方法を
記載した文書を作成し、検証を実施しているか。
(記載する検証事項の例)

ロモニタリング及び改善措置の作業が適正に実施されているか、現場での確認やモニタ
リング及び改善措置記録を確認する
口計器類の定期的な校正を実施する
口設定した衛生管理が実際に食品衛生上の危害の発生を適切に防止しているかどうかを
確認するために、必要に応じ、製品、中間製品の検査などの検査を実施する
口上記以外(

詳細項目

12 記録と保存方法の設定
(ごれまでに使用していた作業日報等、"既存の記録をアレンジして、必要事項を記録することも
できる・。なお、1重要管理点を定めない場合には、手順8から手順1.1のチ土ツクは不要。)

HACCPが有効に機能していることを確認するのに十分な頻度で検証を実施しているか。
倒〒業者が頻度を設定した理由を説明できるか。)

確認実施者

チエッウ

詳細頂自

手順6、危害要因の分析について、作成した文書を保存しているか。

手順7、重要管理点の決定について記録を保存しているか。

手順8、管理基準の設定の記録を保存しているか。

手順9、モニタリングの記録を作成し、保存しているか。

特記事項

手順10、改善措置についての記録を作成し、保存しているか。,

確認実施日

手順れ、検証の実施記録を作成し、保存しているか。

上記各記録の保存期間を設定しているか。

詳細項目


